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第１章 期待されるシステムインテグレータ

１．システムインテグレーションとは

システムインテグレーションサービスは、情報システムの企画から構築、運用ま

でに必要なサービスを一括して提供するものであり、２１世紀において我が国産業

が国際競争力を発揮し、経済成長を実現するための基盤となるものです。システム

インテグレーションとは、情報化についてのノウハウをもたない企業等であっても

安心して投資できるための前提となるものです。このような意味で、システムイン

テグレーションは、我が国産業競争力強化の必要条件といえるでしょう。

２．産業の実態とシステムインテグレーション

(1) 産業や社会分野では、情報化が一層浸透し、情報産業に対する依存度は日増し

に高くなっています。

①産業分野

産業活動における情報化は、補助的な分野または定型的な分野から、企業の経

営戦略の意思決定に関する分野へとその適応領域を拡大しています。

②社会分野

技術進歩により情報機器等が廉価で提供されるようになり、情報のパーソナル

化が進行するとともに、情報化が日常生活へと浸透しています。

(2) また情報産業に対する需要構造は、以下のようなユーザー・ニーズの変化とと

もに、質的に大きく変化しつつあります。

①単一業務に対応した情報システムから同一企業内の複数業務に対応する総合的

なシステム、複数企業間、異業種間を結ぶネットワークに対する要請

②情報処理の利用層の飛躍的拡大により、より使いやすい機器、ソフトウェアつ

まりユーザーフレンドリーなシステムへのニーズの高まり

③ユーザーニーズの高度化に対応し、最適な情報システムを構築する能力の要請

④業務の複雑化、肥大化に応じたハードウェア、ソフトウェアの供給、保守体制

の確保の要請



(3) 以上のように、今後の情報システムをめぐっては、利用分野の裾野の広がり、

技術の高度化とともに投資規模が飛躍的に増大していくものと思われます。その

中で、情報化投資の多くの部分を、従来のようにユーザー自身の技術力に期待す

ることは極めて困難になるものと予想されます。

その結果、複雑化、大規模化する情報化投資の担い手としてのサービス提供形

態の発展に期待するという点が、システムインテグレーター振興の基本的視座と

なっています。

３．システム構築の現状と問題点

システムインテグレーションサービスの具体的内容を考える前提として、現状の

システム開発の問題点は次のとおりです。

(1) 分離型の開発形態

現状のシステム構築の形態は、基本設計、ハード納入、アプリケーション開発等

の各段階を、ユーザー主導の下に、別々の提供者に個別に発注するという分離型の

開発形態が一般的となっています。
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(2) 分離型の開発形態に伴う問題点

①システムの巨大化、高度化や情報技術の急速な変化によりユーザーの利用力が相

対的に低下し、結果として、ユーザー主導のシステムの効率的な構築や運用に限

界が生じ、多大なバックログ（開発待ちのシステム）が発生しています。

②アプリケーションソフトが個別対応の開発に委ねられていることから、汎用化が

いつまでも進まず、情報資源の有効な利用が阻害されてしまいます。

③ハードウェアについて、ユーザーがメーカーを選択する自由度が狭くなり、メー

カー間の自由競争市場が形成されません。

④ソフトウェアハウスも受動的な立場におかれることから、自ら市場開拓を行うイ

ンセンティブに欠け、その結果、技術の蓄積が進みにくくなっています。

(3) 情報サービスの進むべき方向

情報サービス産業は、これまで、メーカーやユーザー企業の補助的業務の代行形

態が多くを占める傾向がありました。しかし、このような状況から脱却して業界自

体が高度化し、ユーザー・ニーズを的確に担い得る企業群として、ユーザー企業、

コンピュータ・メーカー等と対等な立場で連携できる産業基盤を確立していく必要

があります。そのひとつの方向として、情報サービス産業がシステムインテグレー

ターへと高度化することが期待されます。

４．システムインテグレータの機能と効果

システムインテグレーションサービスとは、あるシステムの構築について、ユーザ

ーの要求内容を把握し、これに基づいて基本設計、プログラム作成、運用の準備、保

守に至るまでを一貫して請け負うサービス形態であり、建設業でいえば「ゼネコン」

が提供するサービスに相当するものです。

(1) システムインテグレータの役割

システムインテグレータの役割の基本は、分離型のシステム開発でユーザーが

行っていた統合（インテグレーション）機能をユーザーに代わって提供することで

す。



(2) システムインテグレータが提供する３つの機能

①情報の提供機能

システム構築と経営戦略に関するアドバイスから、ユーザーがフォローできない

ソフトウェア、ハードウェア等に関する技術的情報の提供

②システムの供給機能

実際にシステムを構築し、一体的システムとしてユーザーに提供

③メンテナンス機能

提供したシステムに関し責任をもって保守管理を実施

これら各機能の具体的内容は、各サービスに応じて当然のことながら異なってき

ます。例えば、経営戦略へのシステム面からのアドバイスやシステムの運用は、必

ずしも常に行われるものとは限りません。

(3) システムインテグレーションサービスの効果

①産業競争力の強化

ユーザーの技術力を補完することによりバックログを解消し、システム構築を促

し、情報化の円滑な進展により、産業競争力の強化に寄与します。

②情報サービス産業の高度化

ユーザー、メーカー主体のシステム開発への補助的役割から、システム開発の主

体的・中心的担い手としての情報サービス産業が高度化する契機となります。

③システムの信頼性、安全性の確保

システムの保守管理に責任を負い、システムの高い信頼性を維持します。

④競争的ハード市場の形成

システムインテグレータが最適機種の組合せを選定する過程では、単一メーカ

ーの製品利用にとらわれず複数メーカーにわたる製品の利用を考えることから、

競争的ハード市場が形成されます。

⑤汎用プログラムの流通促進

ユーザーごとにシステムを開発していたのが、汎用プログラムを利用するように

なり、経済全体の効率化が達成されます。
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５．システムインテグレータの条件

①技術的知識

システムインテグレーションサービスには、ハードウェア、ＯＳ、アプリケーション、

通信、さらにはユーザーの業務内容など広範な分野にわたる技術的知識が必要とされ

ます。

②各種管理能力等

一般的に、システムインテグレーションサービスでは、システムの構築期間が長く、

かつ、システム規模が大きいことから、この間のプログラム管理能力、リスク管理能

力、資金調達能力が必要とされます。

③企業体力

システム納入後に発生する多額のメンテナンス費用に耐え、円滑なメンテナンスの遂

行を行える企業体力が必要とされます。



第２章 システムインテグレータの登録制度

１．登録の制度目的

(1) システムインテグレーションサービスを円滑に遂行するためには、リスクマネー

ジメント能力、プロジェクト管理能力、広範な技術力が求められますが、ユーザー

にとっては、システムインテグレータにこれらの能力が備わっているか否かが情報

化投資に当たって重要なポイントとなります。

(2) 経済産業省では、システムインテグレータたるに必要な能力を備えた企業を登録

し、その台帳としてとりまとめ公表します。

２．登録に当たっての基本的視点

①当該事業者の技術力 －技術者・設備機器・提供サービスの構成－

②当該事業者の企業体力 －資本金、売上、利益率等－

③当該事業者のシステムインテグレーションサービスに係る実績

このうち③は、ユーザーが安心して情報化投資に踏み切れる基盤の整備という観

点から、当該事業者の能力を総合的に判定する上で特に重視されます。ただし、シス

テムインテグレーションサービスにこれまで必ずしも大きな実績をあげてはいないも

のの、本サービス分野に意欲的な企業の芽を摘んでしまうことも避ける必要があるた

め本制度においては、ある程度弾力的に判定することとします。

３．登録制度の骨格

情報サービス企業

①登録申請 ↓ ↑ ③登録証明書の交付、台帳への掲載

各経済産業局等 （経済産業省）

②能力、実績に関する審査



４．台帳登録制度の概要

(1) 性格

本制度は、システムインテグレーションサービスを行うために必要とされる技術的

能力、企業体力を備え、かつ、同サービスを的確・円滑に遂行している企業を登録・

台帳掲載して、ユーザーの情報化投資に当たっての便宜に資することを目的とするも

のです。本制度は、情報サービス企業の業態高度化への意欲を高める目安・目標とし

ての意味も持っています。

(2) 審査の視点

①技術的能力

・技術者構成

ＳＥとしての業務に携わる技術者の比率等を考慮します。システムインテグレ

ーションサービスは比較的長時間を要するため、技術者が当該企業に定着して

いるか否かも考慮します。また、より良いサービスを提供するため、どのよう

な人材育成を行っているかも考慮します。

・試験合格者

情報処理技術者試験合格者数等を重視します。

・設備・機器

効率的業務遂行が可能な体制と考えられるか否かを考慮します。

・提供サービスの内容

システムインテグレーションサービスに必要となるコンサルタント能力、シ

ステム構築能力、ハードウェア知識、通信技術能力等を生かした幅広い分野

にわたる業務に携わっているか否かを考慮します。また、品質管理への取り

組みやより良いサービスを提供するための技術開発投資も考慮します。

②経理的基礎

・売上高

企業全体としての業務規模を考慮します。

・自己資本比率

過度の借入金に依存しているか否かを考慮します。



・経常利益率

企業経営の安定性を重視します。

③システムインテグレーションサービスの実績

・サービス内容

システムインテグレーションサービスの要件を満たしているか否かを確認しま

す。必要に応じてサービス内容に関するユーザーの評価も考慮します。

・サービス規模

ある程度大規模なシステムの構築に成功しているか否かを考慮します。

・他企業との連携

自らの技術力を補うためのサブコントラクターを確保できているか否かを考慮

します。

(3) 登録手続

①申請時提出書類

・申請書（正１部、写１部「様式第２（申請書及び会社概要）」）

・経理的基礎 ･技術的能力の概要を説明した書類（正１部「会社概要参考資

料」）

・登記簿の謄本、定款（各１通）

・貸借対照表、損益計算書（過去３年分、各１通）

②提出先

本社所在地を管轄する経済産業局（沖縄は内閣府沖縄総合事務局。以下「経済産

業局等」という。）

・本社所在地が、「北海道」の場合

（提出先） 北海道経済産業局地域経済部情報政策課

（住 所） 〒 060-0808 北海道札幌市北区北８条西２丁目

札幌第一合同庁舎

（電 話） 011(700)2253



・本社所在地が、「青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県」の場合

（提出先） 東北経済産業局地域経済部情報産業支援室

（住 所） 〒 980-8403 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１

仙台合同庁舎

（電 話） 022(221)4803

・本社所在地が、「茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県」の場合

（提出先） 関東経済産業局地域経済部情報政策課

（住 所） 〒 330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

さいたま新都心合同庁舎１号館

（電 話） 048(600)0282

・本社所在地が、「岐阜県、愛知県、三重県、富山県、石川県」の場合

（提出先） 中部経済産業局地域経済部情報政策課

（住 所） 〒 460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸２－５－２

（電 話） 052(951)0560

・本社所在地が、「福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山

県」の場合

（提出先） 近畿経済産業局地域経済部情報政策課

（住 所） 〒 540-8535 大阪府大阪市中央区大手前１－５－４４

（電 話） 06(6966)6015

・本社所在地が、「鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県」の場合

（提出先） 中国経済産業局地域経済部参事官（電子情報産業担当）

（住 所） 〒 730-8531 広島県広島市中区上八丁堀６－３０

（電 話） 082(224)5630



・本社所在地が、「徳島県、香川県、愛媛県、高知県」の場合

（提出先） 四国経済産業局地域経済部地域経済課情報政策室

（住 所） 〒 760-8512 香川県高松市サンポート３－３３

高松サンポート合同庁舎

（電 話） 087(811)8513

・本社所在地が、「福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島

県」の場合

（提出先） 九州経済産業局地域経済部情報政策課

（住 所） 〒 812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１１－１

（電 話） 092(482)5440

・本社所在地が、「沖縄県」の場合

（提出先） 内閣府沖縄総合事務局経済産業部地域経済課

（住 所） 〒 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

那覇市第２地方合同庁舎２号館

（電 話） 098(866)1730

※「問い合わせ」は上記の提出先の他、

経済産業省商務情報政策局情報処理振興課（電話： 03(3501)2646）

③申請・登録時期

申請書提出期間 平成２１年１１月２日（月曜日）から３０日（月曜日）

（平成２１年１１月３０日の消印有効）

登録時期 平成２２年３月中

登録の更新を希望するときは、再度申請の手続きが必要となります。

④登録証明書の交付、台帳の発行

登録企業には、経済産業局等から登録証明書を交付。登録企業の概要を掲載した台帳



を、「情報処理サービス企業等台帳・システムサービス企業編」として年に一度発行。

⑤有効期間及び更新

２年（※更新申請は、①～③の手続による。更新の際の審査に当たっては、登録期間

中の実績を重視）

⑥変更の申請、登録の取消

登録企業は、申請書類に記載した事項について、重要な変更点があれば、その旨を速

やかに経済産業局等に届け出る必要があります。また、登録企業のうち、登録要件に合

致しなくなったと認められるものがあれば、登録期間中でも、登録を取り消す場合があ

ります。

⑦提出資料の使用目的について

ＳＩ登録申請のために提出して頂いた「会社概要」、「会社概要参考資料」は審

査から公表に至るまでの一連の手続きに使用します。また、「会社概要」は、情報

処理サービス企業台帳への（ＳＩ企業／ＳＯ企業編）掲載のために使用します。
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日

同

第

四

百

四

十

号

改

正

）

（

同

六

十

一

年

三

月

三

十

一

日

同

第

百

十

六

号

改

正

）

（

同

六

十

三

年

七

月

十

九

日

同

第

三

百

二

号

改

正

）

（

同

六

十

三

年

十

月

十

八

日

同

第

四

百

二

十

五

号

改

正

）

（

平

成

三

年

十

月

十

四

日

同

第

三

百

八

十

五

号

改

正

）

（

同

四

年

三

月

三

十

一

日

同

第

百

三

十

三

号

改

正

）

（

同

七

年

四

月

十

九

日

同

第

二

百

二

十

六

号

改

正

）

（

同

七

年

六

月

八

日

同

第

三

百

七

十

七

号

改

正

）

（

同

七

年

十

月

六

日

同

第

五

百

八

十

号

改

正

）

（

同

十

二

年

十

二

月

二

十

八

日

同

第

九

百

四

十

七

号

改

正

）

（

同

十

六

年

八

月

十

二

日

経

済

産

業

省

告

示

第

二

百

六

十

六

号

改

正

）

第

一

章

総

則

（

目

的

）

第

一

条

こ

の

規

則

は

、

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

台

帳

を

作

成

し

、

こ

れ

を

利

用

す

る

者

の

閲

覧

に

供

す

る
こ

と

に

よ

り

、

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

の

健

全

な

発

展

を

図

り

、

も

っ
て

国

民

生

活

の

向

上

に

寄

与

す

る
こ

と

を

目

的

と

す

る

。

（

定

義

）

第

二

条

こ

の

規

則

に

お

い
て

「

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

」

と

は

、

情

報

処

理

の

促

進

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

九

十

号

）

第

二

条

第

三

項

に

規

程

す

る

「

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

業

」

ま

た

は

「

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

業

」

を

営

む

者

を

い

う

。

２

こ

の

規

則

に

お

い
て

「

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

」

と

は

、

相

手

方

と

の

間

に

締

結

し

た

契

約

に

基

づ

き

、

一

の

情

報

処

理

シ

ス

テ

ム

に

つ

き

、

そ

の

設

計

、

プ

ロ

グ

ラ

ム

の

作

成

、

試

験

、
運

用

の

準

備

及

び

保

守

の

す

べ

て

を

行

う

役

務

を

提

供

す

る

事

業

（

以

下

「

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

業

」

と

い

う

。

）

を

営

む

者

を

い

う

。

３

こ

の

規

則

に

お

い

て

「

特

定

シ

ス

テ

ム

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

企

業

等

」

と

は

、

情

報

シ

ス

テ

ム

の

利

用

者

か

ら

情

報

シ

ス

テ

ム

の

総

合

的

な

管

理

・

運

用

の

委

託

を

受

け

、

自

己

の

事

業

所

内

に

あ

る

電

子

計



算

機

に

よ

り

当

該

情

報

シ

ス

テ

ム

の

管

理

・

運

用

を

一

括

し
て

継

続

的

に

行

う

事

業

（

以

下

「

特

定

シ

ス

テ

ム

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

事

業

」

と

い

う

。

）

を

営

む

者

を

い

う

。



第

二

章

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

台

帳

（

申

告

）

第

三

条

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

は

、

経

済

産

業

局

長

に

対

し

、

そ

の

業

務

の

概

要

等

を

申

告

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

前

項

の

申

告

は

、

企

業

ご

と

に

そ

の

本

社

等

の

主

た

る

事

業

所

の

所

在

地

を

管

轄

す

る

経

済

産

業

局

長

に

対

し

、

様

式

第

一

の

申

告

書

に

よ

り

行

な

う

も

の

と

す

る

。

（

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

台

帳

）

第

四

条

各

経

済

産

業

局

長

は

、

前

条

の

申

告

書

の

別

紙

を

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

台

帳

（

以

下

「

台

帳

」

と

い

う

。

）

と

し
て

と

り

ま

と

め

、

こ

れ

を

利

用

す

る

者

の

閲

覧

に

供

す

る

も

の

と

す

る

。

（

変

更

の

申

告

）

第

五

条

第

三

条

の

申

告

を

し

た

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

は

、

毎

年

一

回

、

十

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

、

経

済

産

業

局

長

に

対

し

変

更

の

申

告

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

第

三

条

第

二

項

の

規

定

は

、

前

項

の

場

合

に

準

用

す

る

。

（

誤

り

の

申

出

等

）

第

六

条

何

人
で

も

、

台

帳

に

記

載

さ

れ

て

い

る

事

項

に

誤

り

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

経

済

産

業

局

長

に

対

し

、

そ

の

旨

を

申

し

出

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

経

済

産

業

局

長

は

、

前

項

の

申

出

が

あ

っ

た

場

合

に

お

い
て

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

申

出

に

係

る

事

項

に

つ

い
て

調

査

を

行

な

う

も

の

と

す

る

。

（

台

帳

の

抹

消

等

）

第

七

条

経

済

産

業

局

長

は

、

第

三

条

の

申

告

を

し

た

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

が

次

の

各

号

の

一

に

該

当

す

る

と

き

は

、

台

帳

の

当

該

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

に

係

る

部

分

を

抹

消

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

。

一

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

変

更

の

申

告

を

行

わ

な

か

っ

た

と

き

。

二

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

で

な

く

な

っ

た

と

き

。

２

経

済

産

業

大

臣

は

、

次

の

各

号

の

一

に

該

当

す

る

と

き

は

、

台

帳

の

当

該

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

に

係

る

部

分

の

全

部

ま

た

は

一

部

を

訂

正

し

、

ま

た

は

抹

消

す

る
こ

と

が
で

き

る

も

の

と

す

る

。

一

第

三

条

又

は

第

五

条

第

一

項

の

申

告

が

虚

偽

で

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

た

と

き

。

二

前

条

第

二

項

の

調

査

を

拒

ん

だ

と

き

。



第

三

章

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

台

帳

・

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

編

（

登

録

の

申

請

）

第

八

条

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

は

、

経

済

産

業

大

臣

の

登

録

を

受

け

る

こ

と

が
で

き

る

。

２

前

項

の

登

録

の

申

請

は

、

経

済

産

業

大

臣

に

対

し

、

様

式

第

二

の

申

請

書

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。３

前

項

の

申

請

書

に

は

、

次

の

書

類

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

当

該

申

請

書

の

副

本

二

申

請

書

の

経

理

的

基

礎

及

び

技

術

的

能

力

の

概

要

を

説

明

し

た

書

類

三

申

請

者

が

法

人
で

あ

る

場

合

は

そ

の

法

人

の

登

記

簿

の

謄

本

及

び

定

款

並

び

に

過

去

三

事

業

年

度

分

の

貸

借

対

照

表

及

び

損

益

計

算

書

（

登

録

）

第

九

条

経

済

産

業

大

臣

は

、

前

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

登

録

の

申

請

が

あ

っ

た

場

合

に

お

い
て

、

当

該

申

請

者

に

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

業

を

的

確

に

遂

行

す

る

に

足

り

る

経

理

的

基

礎

及

び

技

術

的

能

力

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

申

請

者

を

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

登

録

原

簿

に

登

録

す

る

も

の

と

す

る

。

２

経

済

産

業

大

臣

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

登

録

を

し

た

場

合

は

、

申

請

者

に

対

し

、

そ

の

旨

を

記

載

し

た

文

書

を

も

っ
て

通

知

と

す

る

も

の

と

す

る

。

（

登

録

の

有

効

期

間

）

第

十

条

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

登

録

の

有

効

期

間

は

、

登

録

の

日

か

ら

二

年

間

と

す

る

。

（

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

台

帳

・

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

編

）

第

十

一

条

経

済

産

業

大

臣

は

、

第

九

条

の

規

定

に

よ

る

登

録

を

受

け

た

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

（

以

下

「

登

録

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

」

と

い

う

。

）

に

つ

い
て

、

申

請

書

の

別

紙

を

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

台

帳

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

編

（

以

下

「

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

編

」

と

い

う

。

）

と

し
て

と

り

ま

と

め

、
こ

れ

を

利

用

者

の

閲

覧

に

供

す

る

も

の

と

す

る

。

（

変

更

の

届

出

）

第

十

二

条

登

録

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

は

、

そ

の

業

務

の

内

容

等

に

重

大

な

変

更

が

あ

っ

た

場

合

に

は

、

す

み

や

か

に

、

経

済

産

業

大

臣

に

当

該

変

更

の

内

容

に

つ

い

て

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。



（

誤

り

の

申

出

等

）

第

十

三

条

何

人
で

も

、

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

編

に

記

載

さ

れ

て

い

る

事

項

に

誤

り

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

経

済

産

業

大

臣

に

対

し

、

そ

の

旨

を

申

し

出

る

こ

と

が
で

き

る

。

２

経

済

産

業

大

臣

は

、

前

項

の

申

出

が

あ

っ

た

場

合

に

お

い
て

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

申

出

に

係

る

事

項

に

つ

い

て

調

査

を

行

う

も

の

と

す

る

。

（

登

録

の

取

消

等

）

第

十

四

条

経

済

産

業

大

臣

は

、

登

録

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

が

次

の

各

号

の

一

に

該

当

す

る

と

き

は

、

そ

の

登

録

を

取

り

消

す

こ

と

が

で

き

る

。

一

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

業

を

的

確

に

遂

行

す

る

に

足

り

る

経

理

的

基

礎

又

は

技

術

的

能

力

が

な

い

と

認

め

ら

れ

る

に

至

っ

た

と

き

。

二

第

八

条

の

登

録

の

申

請

又

は

第

十

二

条

の

届

出

が

虚

偽
で

あ

る
こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

た

と

き

。

三

業

務

の

内

容

等

に

重

大

な

変

更

が

あ

っ

た

こ

と

が

明

ら

か

と

な

っ

た

場

合
で

あ

っ
て

、

第

十

二

条

の

届

出

が

な

い

と

き

。

四

前

条

第

二

項

の

調

査

を

拒

ん

だ

と

き

。

２

経

済

産

業

大

臣

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

の

登

録

を

取

り

消

し

た

と

き

は

、

第

九

条

第

二

項

の

文

書

の

返

還

を

求

め

、

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

編

の

当

該

シ

ス

テ

ム

サ

ー

ビ

ス

企

業

に

係

る

部

分

を

抹

消

す

る

も

の

と

す

る

。



第

四

章

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

台

帳

・

シ

ス

テ

ム

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

企

業

編

（

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

台

帳

・

シ

ス

テ

ム

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

企

業

編

）

第

十

五

条

経

済

産

業

大

臣

は

、

特

定

シ

ス

テ

ム

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

企

業

等

認

定

規

程

（

平

成

六

年

通

商

産

業

省

告

示

第

四

百

十

八

号

）

（

以

下

「

規

程

」

と

い

う

。

）

第

三

条

に

基

づ

く

認

定

を

受

け

た

シ

ス

テ

ム

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

企

業

等

（

以

下

「

認

定

シ

ス

テ

ム

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

企

業

等

」

と

い

う

。

）

の

名

称

、

住

所

等

に

つ

い
て

、

情

報

処

理

サ

ー

ビ

ス

企

業

等

台

帳

シ

ス

テ

ム

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

企

業

編

（

以

下

「

シ

ス

テ

ム

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

企

業

編

」

と

い

う

。

）

と

し

て

と

り

ま

と

め

、
こ

れ

を

利

用

者

の

閲

覧

に

供

す

る

も

の

と

す

る

。

（

誤

り

の

申

出

等

）

第

十

六

条

何

人
で

も

、

シ

ス

テ

ム

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

企

業

編

に

記

載

さ

れ

て

い

る

事

項

に

誤

り

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

経

済

産

業

大

臣

に

対

し

、

そ

の

旨

を

申

し

出

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

経

済

産

業

大

臣

は

、

前

項

の

申

出

が

あ

っ

た

場

合

に

お

い
て

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

申

出

に

係

る

事

項

に

つ

い
て

調

査

を

行

う

も

の

と

す

る

。

（

台

帳

の

抹

消

）

第

十

七

条

経

済

産

業

大

臣

は

、

規

程

第

八

条

の

規

定

に

基

づ

き

認

定

を

取

り

消

し

た

と

き

は

、

シ

ス

テ

ム

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

企

業

編

の

当

該

認

定

シ

ス

テ

ム

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

企

業

等

に

係

る

部

分

を

抹

消

す

る

も

の

と

す

る

。



「会社概要参考資料」記入要領

①「会社名」

略称ではなく正式な社名を記入してください。カタカナ等の記入は、特に注意し

てください。

②「住所」

本社の所在地を記入してください。

③「代表者氏名」

代表者の役職と氏名を記入してください。

④「連絡先」

システムインテグレータ登録申請に係る担当者（実際に書類作成を行う方）の氏

名、役職、会社住所、電話番号、 e-mailアドレス等を記入してください。

⑤「登録」

今回の登録申請について新規または更新のいずれかに○を付してください。更新

の場合は、前回の登録番号を記入してください。

⑥「上場・非上場の別」

（ ）には取引所及び部の別を記入してください。（例：東証一部）

⑦「自己資本比率」

（自己資本／総資本）×１００で算出してください。

⑧「売上高」

直近年度の売上高を一番上に、以下、その前年、前々年の順に記入してください。

元号も記入してください。



⑨「売上高経常利益率」

直近年度の売上高経常利益率を一番上に、以下、その前年、前々年の順に記入

してください。元号も記入してください。

⑩「主要取引先」

ＳＩの取引先に限らず、会社全体としてみた情報サービス関連の主な取引先を記

入してください。売上高比率は、情報サービス全体の売上高に対する比率を記入し

てください。

⑪「一人当たり粗利益」

直近年度の一人当たり粗利益を一番上に、以下、その前年、前々年の順に記入し

てください。また、従業員数とは、期末の固有（派遣職員等を除く）総従業員数の

ことです。

⑫「売上高及び構成」

直近の決算による各サービス分野ごとの売上高、比率を記入してください。比率

（％）は全体の売上高に占める割合として記入してください。ソフトウェア開発、

機器販売などでＳＩの一部として売り上げたものはＳＩに計上し、これに含まれな

いものをその他の項目に記入してください。

⑬「ＳＩ」

ＳＩの定義は、旧租税特別措置法第５７条による定義（一の情報処理システムに

つきその設計、プログラムの作成、試験、運用の準備及び保守の全てを行う役務）

とします。なお、運用等に関する売上高は除外してください。

⑭「情報ｻｰﾋﾞｽ以外」

情報サービス業以外の事業がある場合は記入してください。



⑮「ＳＩの売上高」

直近年度の売上高を一番上に、以下、その前年、前々年の順に記入してください。

元号も記入してください。

⑯「得意とするＳＩ分野」

金融、流通等の分野名を記入してください。

⑰「ＳＩの主要取引先」

ユーザーの会社名（官庁名）を記入してください。

a「要員の構成」

ＳＥ、プログラマー等の比率（％）は、情報システム部門全体に対する比率を記

入してください。なお、派遣社員等を受け入れている場合は、その人数を除外して

ください。

※ 情報システム部門の人数とは、コンピュータ室、システム開発室等に所属し、勤務

時間の80％以上をその部門の業務に従事する「専従者」数をいいます。貴社の子会社

又は関連会社等の要員は含まれません。なお、明確に情報システム部門が設置されて

いない場合は、貴社で情報システムの企画、管理に携わる要員の人数を記入してくだ

さい。

※ ＳＥとは、システムプランナ又は、システムアナリストと呼ばれることもあり、主

にシステム分析からシステム設計までを行い、システム設計書を取りまとめる従業者

をいいます。

※ プログラマーとは、SEの作成したシステム設計書により、プログラムの設計及び

プログラムの作成に従事する従業者をいいます。

b「技術開発投資額」

ここでいう技術開発投資とは、技術開発に要した人件費、原材料費、設備の減価

償却費、その他の費用を指します。また、外部への委託開発費も含みます。



c「技術開発投資比率」

直近年度の売上高に対する技術開発に投資した額の比率を記入してください。

d「品質管理担当部門」

会社の組織として、品質管理を担当する部門の有無を記入してください。（○を

付けてください。）

e「担当部門名」

品質管理担当部門が設置されている場合、その組織の名称を記入してください。

また、当該組織が恒久的組織であるか、その都度設置される臨時的組織であるか記

入してください。（○を付けてください。）

f「管理手続」

管理手続の有無及びその手続について記入してください。（○を付けて下さい。

その他の場合については具体的な手続を記入してください。また、本参考資料に記

入しきれない場合は、別途資料を添付してください。）

g「標準」

品質管理の標準の有無及びその標準について記入してください。（○を付けて下

さい。ＩＳＯ 9000等その他の場合は具体的な名称を記入してください。また、本参

考資料に記入しきれない場合は、別途資料を添付してください。）

h「離職率」

（１年間の退職技術者数／年度末の技術者数）×１００で算出してください。技

術者とは、ＳＥ、プログラマー、その他の情報処理技術者をいいます。

i「ＳＩの実績」

過去２年の間に完成または受注した代表的なＳＩの概要につき５例を限度として

記入してください。必要枚数を同じ様式で追加してください。なお、契約書の写し



を１例以上併せて提出してください。

j「ユーザー名」

ユーザーの会社名 (官庁名 )を記入してください。

k「システムの機能」

当該システムの機能を簡潔に説明してください。

l「業務範囲」

以下の項目のうち、該当するものに○を付してください。「再委託の範囲」も同

様です。

m「ソフトウェア開発契約に盛り込むべき主要事項」

参考資料１に照らして、契約にそれぞれの事項が盛り込まれているか否かにつ

いて、「有」または「無」いずれかの欄に○を付けてください。

n「システム開発および取引のための共通フレーム」

参考資料２に照らして、共通フレームの利用について、各事項につき「有」ま

たは「無」いずれかの欄に○を付けてください。また、様式に掲げた事項以外に、

共通フレームの利用について実施している事項がある場合には、その他欄に簡潔

に記入してください。

o「自社の教育 ｶﾘｷｭﾗﾑ」

自社で実施している教育カリキュラムのコース名を記入してください。

p「講師」

自社で実施している研修の講師について、○を付けてください。

q「社外の教育 ｶﾘｷｭﾗﾑ」



社外研修のコース名を記入してください。

r「年間総研修費用」

研修期間中の人件費、旅費、会場費、教材費、コンピュータ使用料等を含みます。

新入社員と在職者の両方を計上してください。社外の研修費用も含みます。

s「研修期間」

在職者一人当たりの年間平均研修日数を記入してください。ＯＪＴは除きます。

また、新入社員は対象外です。

t「主要機械設備の概況」

保有するコンピュータ、ネットワーク等の概要、それぞれの利用目的を記入して

ください。

u「その他」

博士号、技術士、一級建築士、公認会計士等の資格者を記入してください。なお、

情報処理技術者試験の試験委員の数を把握できる場合は、カッコ内に「試験委員」

と記入し、その人数を記入してください。

v「主要な協力企業とその分野」

主なサブコントラクターの会社名と外注する分野をカッコ内に記入してください。

w「その他」

ＩＳＭＳ認証、第二種電気通信事業等企業としての資格、登録がある場合は、そ

の名称を記入してください。

＊ 各項目について端数が生じる場合においては、小数点第二位以下を四捨五入して下

さい。



システムサービス企業の登録について

殿

上記の法人が、情報処理サービス企業等台帳に関する規則第９条第１項の規定によ

る登録を受けた法人であることを、同条第２項の規定に基づき通知します。

登 録 年 月 日 平成 年 月 日

登 録 番 号

登録の有効期限 平成 年 月 日

経済産業大臣



参考資料１

ソフトウェア開発契約に盛り込むべき主要事項

産業構造審議会情報産業部会

基本政策小委員会 分科会

以下は、ソフトウェアの開発に際して、契約の当事者の取引関係を明確に規定する

ことにより、取引にまつわるトラブルを未然に防ぐために、契約書に盛り込むべきと

考えられる主要事項及び当該事項についての条文案である。ここで示している条文案

はあくまでもガイドラインであり、実際に契約書を作成する際の加筆訂正を妨げるも

のではない。

なお、以下の条文案は、基本型として仕様の確定までの上流工程及び確定された仕

様に基づきプログラム等の開発を行う下流工程の全体を扱う契約を対象としているが、

ソフトウェア開発契約には、この他に、上流工程あるいは下流工程のみを対象とする

ものがあり得るため、こうした契約の対象範囲に応じてその内容が変わり得る場合に

は、別途注書きで示している。

以下において、甲は発注者を、また乙は受注者を指す。

１ 推進体制の強化

(1) 窓口の一元化

甲及び乙は、本件業務の履行のための連絡、確認を行う主任担当者をそれぞれ１

名ずつ予め定め、書面を以て相手方に通知する。

甲及び乙は、相手方からの要請、指示等の受理、相手方への依頼等を行う場合、

この主任担当者を通じてのみ行うものとする。



なお、主任担当者の変更があった場合には、直ちに相手方に対して、書面をもっ

て通知するものとする。

(2) 定期協議会の開催

甲及び乙は、本ソフトウェア開発が完成するまでの間、その進捗状況の報告、問

題点の協議・解決、その他本ソフトウェア開発の推進のために必要な事項を協議す

るため、定期的に協議を行うものとする。なお、協議会の開催の頻度については両

当事者が協議の上定めるものとする。また、乙は必要に応じて、本ソフトウェアの

直接利用者等、必要な甲の従業員を会議に出席させるよう甲に対し要請することが

できるものとし、甲はこれに応じるものとする。

(3) 役割分担

本ソフトウェアの開発のために甲及び乙のそれぞれが行うべき作業 及び双方が

共同で行うべき作業の範囲は、添付資料（別添）に定める とおりとする。

２ 仕様の確定

(1) 仕様の作成主体

乙は仕様の作成の実施を請負いこれを完成するものとし、また甲は 乙に対して

必要な情報を提供する。

(2) 仕様の検収

乙は仕様が完成したときは、これを甲に引渡すものとし、甲は遅滞 なくこれを

検査し、その結果を乙に通知する。

(3) 仕様の確定手続

甲及び乙のソフトウェア開発の責任者が仕様書に署名捺印を行うこ とをもって、

仕様が確定されたものとする。

(注 ) 委任契約により上流工程のみを受注する場合は、「２ 仕様の確定」のう

ち(1)を「甲が自らの責任で行う仕様の作成に対し、乙は甲の指示に従い支援作

業を行う。」に置き換え、また(2)の条項を削除する。また、甲が仕様を作成す



る場合には、 (1)を「仕様の作成は甲が行う。」に置き換え、また (2)の条項を削

除する。

３ 仕様の変更

(1) 変更の申し入れ方法

仕様の変更の申し入れを行う場合、甲又は乙は、双方で協議の上定めた書面に変

更の内容、理由等を明示してソフトウェア開発の責任者の署名捺印を行った上で、

これを相手方に通知することをもってのみ 行い得るものとする。

(2) 変更の受け入れ方法

相手方から仕様変更の申し入れがあった場合、甲及び乙は、変更の内容及びその

可否につき協議を行うものとする。

協議の結果、変更の内容が、契約に定める金額、納期及びその他の契約条件に影

響を及ぼすものであると両当事者が判断した場合には、変更契約を締結して契約内

容を変更することによってのみ、仕様の変更を行うことができるものとする。

なお、協議の期間は変更の申し入れがあった日から○○日以内とし、かかる期間

内に協議が整わない場合には、乙はその変更前の契約条件に従って作業を進めるこ

とができるものとする。

(3) 変更仕様書の作成

仕様の変更が行われた場合には、乙は変更仕様書の作成を行うものとする。

ただし、甲及び乙が協議の上、その変更が軽微なものであると判断した場合には、

変更の内容、理由等を明示した書面をもって変更仕様書の作成にかえることができ

るものとする。

(4) 変更された仕様の確定手続

甲、乙双方におけるソフトウェア開発の責任者が変更仕様書又は変更仕様書にか

わる書面に署名捺印を行うことをもって、仕様の変更内 容が確定されたものとす

る。

(注 ) 委任契約により上流工程のみを受注する場合は、「３ 仕様の変更」の条



項を削除する。

４ 検収

(1) 検収の基準

甲及び乙は、別途協議の上、甲の受け入れ検査の基準となる仕様書、テスト項目、

テストデータ及びテスト方法等を定めた検査仕様書を作成するものとする。

(2) 検収の期間

甲は、成果物納入後○○日以内に検査仕様書に基づき受入検査を行い、成果物が

検査基準に合致することを確認した場合は、両者で協議の上定める検査合格書に甲

におけるソフトウェア開発の責任者が署名 捺印を行った上で、これを乙に交付す

るものとする。

検査合格書が交付されない場合であっても、検査期間内に甲から書面による意義

の申出がない場合は、当該期間をもって検査は合格したものとする。

なお、検査合格をもって、甲の検収は完了したものとする。

(注 ) 委任契約により上流工程のみを受注する場合は、「４ 検収」の条項を以

下に置き換えるものとする。「乙は、本支援作業終了後すみやかに、本支援作業

の内容をとりまとめ、所定の実施完了報告書により作業の完了を甲に報告するも

のとする。甲は当該実施完了報告書受領後速やかに、その内容についての確認を

行い、疑義がない場合には、当該実施完了報告書に署名捺印し、乙に対する検収

を完了するものとする。」

(注 ) 請負契約により上流工程のみを受注する場合は、「４ 検収」の条項を以下に

置き換えるものとする。「甲は、成果物納入後○○日以内に、甲が示した業務要件と

の整合性を検査し、当該業務要件を充たしていることを確認した場合には、両社で協

議の上定める検査合格書に甲のソフトウェア開発の責任者が署名捺印を行った上で、

これを乙に交付するものとする。検査合格書が交付されない場合であっても、検査期



間内に甲から書面による異議の申出がない場合は、当該期間をもって検査は合格した

もとする。なお、検査合格をもって、甲の検収は完了したものとする。」

５ 瑕疵担保責任

(1) 瑕疵補修責任の範囲

開発されたソフトウェアの検収完了後、当該ソフトウェアの欠陥又は確定された

仕様との不一致が発見された場合には、甲及び乙はその原因についての協議を行う

ものとする。

協議の結果、当該瑕疵が乙のの責に帰するものであると判断された場合には、乙

は無償でその修正を行うものとする。

(2) 損害賠償の範囲

乙の責に帰すべき瑕疵により、甲に損害が生じた場合には、乙は損害発生の直接

の原因となった当該ソフトウェアに対する支払済みの代金相当額を限度として損害

賠償責任を負うものとする。

ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問

わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものと

する。

また、甲の責に帰すべき事由により、契約が解除された場合には、甲は乙に対し

て、それまでに終了した業務に要した費用を支払う義務 を負うものとする。

(3) 瑕疵担保責任期間

乙が無償で修正する期間ならびに損害賠償責任を負う期間は、検収完了日から○

年間とする。

(注 ) 委任契約により上流工程のみを受注する場合は「５ 瑕疵担保責任」を以

下に置き換えるものとする。「乙の責任は、本支援作業を甲のために最前の努力

をもって実施することに限られ、本支援作業の結果作成された仕様に基づくソフ

トウェア開発は、甲自らの判断と責任において実施されるものとする。」



(注 ) 請負契約により上流工程のみを受注する場合は「５ 瑕疵担保責任」を以

下に置き換えるものとする。「開発されたソフトウェアの検収完了後、仕様書の

論理的誤りが発見された場合には、甲及び乙は論理的誤りの原因についての協議

を行うものとする。協議の結果、その瑕疵が乙の責に帰するものであると判断さ

れた場合には、乙は無償で当該論理的誤りの修正を行うものとする。」

６ 知的財産権

(1) プログラムの権利の帰属

（プログラム全体に関する権利については、甲及び乙の双方で協議の上、その帰属

のあり方を決定し、以下のいずれかを契約書に盛り込むものとする。）

１）プログラムの著作権については、当該プログラムに関する検収完了をもって、

乙から甲へ譲渡されるものとする。

２）プログラムの著作権については、乙に帰属するものとする。

３）プログラムの著作権については、甲及び乙が共有するものとする。

(2) ドキュメントの権利の帰属

（ドキュメントに関する権利については、甲及び乙の双方で協議の上、その帰属の

あり方を決定し、以下のいずれかを契約書に盛り込むもの とする。）

１）ドキュメントの著作権については、当該ドキュメントに関する検収完了をもっ

て、乙から甲へ譲渡されるものとする。

２）ドキュメントの著作権については、乙に帰属するものとする。

３）ドキュメントの著作権については、甲及び乙が共有するものとする。

(3) ルーチン、モジュール等の権利の帰属

１）本件プログラム中、甲または乙が従来から有していたルーチン、モジュール等

の権利はそれぞれ甲または乙に帰属する。



２）本件プログラム開発に当たり新規に開発されたルーチン、モジュール等のうち、

他プログラムに共通して使用され得るものについては甲と乙との共有とし、甲

または乙は互いに相手方の了承なしに自由に使用できるものとする。

(4) 無形情報の取扱い

本契約に基づき開発されたアイディア等については、両当事者が適当と判断する

方法によりこれを使用できるものとする。

(注 ) 上流工程のみを受注する場合は、「６ 知的財産権」として (2)「ドキュメ

ントの権利の帰属」及び(4)「無形情報の取扱い」の条項のみを盛り込むことと

する。

７ 機密保持義務

甲及び乙は、相手方の書面による承諾なくして本契約に関連して知り得た相手方

固有の技術上、販売上その他義務上の機密を、本契約期間中はもとより、本契約終

了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。

なお、甲及び乙は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示

を行うものとする。

ただし、次ぎの各号のいずれかに該当する情報は除くものとする。

(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によら

ずして公知となったもの。

(2) 甲又は乙が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの。

(3) 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。

(4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報に寄らないもの。



契約書に添付する資料例（別添）

１ 甲の推進体制図（例） ２ 乙の推進体制図（例）

発 注 側 責 任 者 受 注 側 責 任 者

（ 開 発 責 任 者 ） （開発責任者）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾘｰﾀﾞｰ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

情報システム部門

（ 主 任 担 当 者 ）

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｽﾀｯﾌ

販 売 部 門 物 流 管 理 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾘｰﾀﾞｰ

部 門 （主任担当者）

販売情報 販売管理

ｼｽﾃﾑ開発 ｼｽﾃﾑ開発

ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ


